
地域森林計画編成事業費補助金（継続）

【 （ ） 】平成２５年度概算決定額 １６８,５４４ １６８,５４４ 千円

事業のポイント
地域森林計画の適切な策定等に必要な森林情報の整備等を図り、森林の

計画的な整備・保全を推進します。

（背景）
・森林・林業基本計画に基づき、森林施業の集約化、路網整備等を推進するために

は、森林情報を的確に把握することが重要です。
・平成２３年４月に公布された森林法改正法では、市町村に対する新たに森林の土

地の所有者となった旨の届出や、森林所有者等に関する情報の利用等の規定が追
加されました。

・森林所有者に係る情報を的確に管理し活用していくため、都道府県が主体となっ
て市町村等と連携して情報管理を行う仕組み作りが必要です。

政策目標
森林施業の集約化等に必要な森林所有者情報の管理が出来る体制の整備

を１００％完了（平成２８年度）

＜内容＞

（１）森林ＧＩＳデータ等の整備

都道府県が整備している森林ＧＩＳについて、森林空間データ（衛星画像、空

中写真）の整備を進めるとともに、新たな森林計画制度を円滑かつ適切に運用す

る上で必要となる施業履歴データの整備やデータの精度向上に向けて現地の状況

を効率的に把握するＧＰＳの活用等について支援します。

（２）集約化等に必要な森林所有者情報の管理体制の整備

森林施業の集約化等に必要な森林所有者情報を整備するため、市町村が受理す

る森林の土地の所有者となった旨の届出の情報や、登記簿情報など他機関や都道

府県内の他部局が所有する森林所有者に関する情報について共有し、都道府県が

総合的かつ一元的に管理するためのシステム整備等に対して支援します。

＜補助率＞

１／２

＜事業実施主体＞

都道府県

＜事業実施期間＞

平成２４年度～２８年度（５年間）

［担当課：林野庁計画課］


